
（役員の第三者に対する損害賠償責任）  

第三十一条の四 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当   

該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。  

2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。た   

だし、その昔が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、   

この限りでない。   

－一 理事 次に掲げる行為  

イ 第三十一条の七第一項及び第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記  

録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録  

口 虚偽の登記  

ハ 虚偽の公告   

二 監事又は会計監査人 監査報告文は会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な  

事項についての虚偽の記載又は記録   

（役員の連帯責任）  

第三十一条の五 役員又は会計監査人が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負   

う場合において、他の役員又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、こ   

れらの者は、連帯債務者とする。  

5 会計監査人の責任を追及する訴えについては、第三十一条の六の規定を準用する。こ   

の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。  

［準用条文］生協法   

（役員の責任を追及する訴え）  

第三十一条の六 役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節（第   

八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を   

除く。）の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項   

中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百五十条第四境中「第五十五   

条、第百二十条第五項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項において準用する場合   

を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部   

分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条   

第二項」とあるのは「消費生活協同組合法第三十一条の三第三項」と読み替えるものと   

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。  

第三十一条の九 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場   

合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職   

務を行うべき者を選任しなければならない。  

2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条及び第   

三百四十条第一項から第三項までの規定を準用する。  
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【準用条文】会社法   

（会計監査人の資格等）  

第三百三十七条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。  

2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うぺき   

者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第   

二号に掲げる者を選定することはできない。  

3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。   

一 公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監  

査をすることができない者．   

二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認  

会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により推続的な報酬を受けている音叉はそ  

の一里偶者   

三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる看であるもの   

（監査役等による会計監査人の解任）  

第三百四十条 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人   

を解任することができる。   

－ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。   

ニ 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。   

三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。  

2 前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によ   

って行わなければならない。  

3 第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役（監査役が二人以上ある場   

合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役）は、その旨及び解任の理由を解任   

後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。  

4・5 （略）   

（会計帳簿等の作成等）  

第三十二条 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計l阪簿を作   

成しなければならない。  

2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な   

資料を保存しなければならない。  

3 組合員は、総組合員の百分の三（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、   

その割合）以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に   

掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに   

これを拒んではならない。   

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の   

閲覧又は謄写の帝求   

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該  

電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧  
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又は謄写の請求   

（役員の解任）  

第三十三条 組合員は、総組合員の五分の－（これを下回る割合を定款で定めた場合にあ  

1）ては、その割合）以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、   

その請求につき総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係ろ役   

員は、その職を失う。  

2 前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなけ   

ればならない。  

3 第一項の規定による解任の請求があった場合には、理事は、その請求を総会の議に付   

し、かつ、総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面   

を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。  

4 前項の場合に？いては、第三十五条第二項及び第三十六条第二項の規定を準用する。   

この場合において、第三十五条第二項中「組合員が総組合員の五分の一（これを下回る   

割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の同意を得て、会議の目的たる事   

項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあ   

るのは「第三十三条第一項の規定による役員の解任の請求があった場合」と、第三十六   

条第二項中「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があった場合にお   

いて、」とあるのは「第三十三条第一項の規定による役員の解任の請求があった場合に   

おいて、理事の職務を行う者がないとき又は」と読み替えるものとする。  

［準用条文］生協法（読み替え後）  

第三十五条  

2 第三十三条第一項の規定による役員の解任の請求があった場合は、理事会は、その請   

求のあった日から二十日以内に、臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。  

第三十六条  

2 第三十三条第一項の規定による役員の解任の請求があった場合において、理事の職務   

を行う者がないとき又は理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、   

監事は、総会を招集しなければならない。   

（総会の招集）  

第三十四条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければな   

らない。  

第三十五条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集   

することができる。  

2 組合員が総組合員の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、そ   

の割合）以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事   

会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から二十日  
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以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。  

3 前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定めら   

れているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該   

電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面   

を提出したものとみなす。  

4．前項前段の電磁的方法（厚生労働省令で定める方法を除く。）により行われた当該書   

面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたフ   

ァイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。  

第三十六条 総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事が招集する。  

2 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があった場合において、理事   

が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなけれ   

ばならない。   

（総会招集の手続）  

第三十七条 理事（理事以外が総会を招集する場合にあっては、その者。次条において「総   

会招集者」という。）は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければな   

らない。   

一 総会の日時及び場所   

二 総会の目的である事項があるときは、当該事項   

三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項  

2 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項（第三十三条第四項において準用する場   

合を含む。）又は第四十七条の二第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、   

理事会の決議によらなければならない。  

第三十八粂 総会を招集するには、総会招集者は、その総会の会日の十日前までに 、組合   

員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。  

2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、厚生労働省令で定めるところ   

により、組合員の承諾を待て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合   

において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。  

3 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなら   

ない。   

（通知文は催告）  

第三十九条 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録   

したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知   

したときは、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。  

2 組合員及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。  

（総会の議決事項）  
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第四十条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。   

一一 定款の変更   

規約の設定、変更及び廃止   

三 組合の解散及び合併   

四 毎事業年度の事業計画の設定及び変更   

五 収支予算   

六 出資一口の金額の減少   

七 事業報告書並びに決算関係書類その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要  

かつ適当なものとして厚生労働省令で定めるもの   

八 組合員の除名及び役員の解任   

九 連合会への加入又は脱退   

十 その他定款で定める事項  

2 総会においては、第三十八条第一項又は第二項の規定により、あらかじめ通知した事   

項についてのみ議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、こ   

の限りでない。  

3 規約の変更のうち、軽微な事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものについ   

ては、第一項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとす   

ることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及   

び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなけれ   

ばならない。  

4 定款の変更（厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）は、行政庁の認可を受   

けなければ、その効力を生じない。  

5 第二十六条の三第一項に規定する規約の設定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受け   

なければ、その効力を生じない。  

6 第二十六条の四に規定する規約の設定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなけれ   

ば、その効力を生じない。   

7 共済事業に係る第四項及び第五項の認可並びに貸付事業に係る第四項及び前項の認可   

については第五十八条の規定を、これらの事業以外の事業に係る第四項の認可について   

は同条及び第五十九条の規定を準用する。   

8 組合は、第四項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞な   

くその旨を行政庁に届け出なければならない。   

（総会の通常議決方法）  

第四十一条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除   

いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところ   

による。  

2 議長は、総会において、そのつど、これを選任する。  

3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。  

（総会の特別議決方法）  
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第四十二条 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多   

数による議決を必要とする。   

一 定款の変更   

二 組合の解散及び合併   

三 組合員の除名   

四 事業の全部の譲渡、第五十粂の二第一項の規定による共済事業の全部の譲渡及び同  

条第二項の規定による共済契約の全部の移転   

五 第三十一条の三第四項（第三十一条の八第四項において準用する場合を含む。）の  

規定による責任の免除   

（役員の説明義務）  

第四十三条 役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場   

合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会   

の目的である事項に閲しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同   

の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場   

合は、この限りでない。   

（延期又は続行の決議）  

第四十四条 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第三十七条   

及び第三十八条の規定は、適用しない。   

（総会のち義事録）  

第四十五条 総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成   

しなければならない。  

2 組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなけれ   

ばならない。  

3 組合は、総会の全日から去年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置   

かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合で   

あって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするため   

の措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。  

4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に   

掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに   

これを拒んではならない。   

一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写  

しの閲覧又は謄写の請求   

二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記   

録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求   

（総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え）  

第四十六条 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社  
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法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条（第十六号及び第十七号に係る部分  

に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七  

条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法  

第八百三十一条第仙項中「株主等（当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会  

である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役）」とあ  

るのは、「組合員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術  

的読替えは、政令で定める。  

［準用条文］会社法（読み替え後）   

（株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え）  

第八百三十条 抹主総会若しくは種類抹主総会又は創立総会若しくは種類創立総会（以下   

この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。）の決議に   

ついては、決議が存在しないことの確認をJ訴えをもって請求することができる。 

2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議   

が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。   

（株主総会等の決議の取消しの訴え）  

第八百三十一条 次の各号に掲げる場合には、組合員、理事、監事又は清算人は、抹主総   

会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することがで   

きる。当該決議の取消しにより理事、監査役又は清算人（当該決議が株主総会又は種類   

株主総会の決議である場合にあっては消費生活協同組合法第三十条の二（同法第七十二   

条において準用する場合を含む。）の規定により理事、監査役又は清算人としての権利   

義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっ   

ては設立時取締役又は設立時監査役を含む。）となる者も、同様とする。   

一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく  

不公正なとき。   

二 抹主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。   

三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによ  

って、著しく不当な決議がされたとき。  

2 前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が   

法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、   

かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄   

却することができる。   

（被告）  

第八百三十四条 次の各号に掲げる訴え（以下この節において「会社の組織に関する訴え」   

と総称する。）については、当該各号に定める者を被告とする。   

十大 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反す  

ることを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社   

十七 株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社＿  
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（訴えの管轄及び移送）  

第八百三十五条 会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する   

地方裁判所の管轄に専属する。   

（担保提供命令）  

第八百三十六条 会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起すること   

ができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組軌こ関する訴   

えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることが   

できる。ただし、当該株主が理事、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当   

該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。  

2  く略）  

3 被告は、第一項（前項において準用する場合を含む。）の申立てをするには、原告の   

訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。   

（弁論等の必要的併合）  

第八百三十七条 同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時  

l±係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。   

（認容判決の効力が及ぶ者の範囲）  

第八百三十八条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対   

してもその効力を有する。   

（原告が敗訴した場合の損害賠償責任）  

第八百四十大条 会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告   

に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する   

責任を負う。   

（総代会）  

第四十七条 五百人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代   

わるべき総代会を設けることができる。  

2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちからこれを選挙する。  

3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一（組合員の総数が千人   

を超える組合にあっては、百人）以上でなければならない。  

4 総代の選挙については、第二十八条第七項及び第八項の規定を準用する。  

5 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。  

6 総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七粂第二項ただ   

し書中「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」とあるのは「組合員」と、同条第   

五項中「十人」とあるのは「三人」と読み替えるものとする。・  
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［準用条文］生協法（読み替え後）   

（議決権及び選挙権）  

第十七条  

2 組合員は、定款の定めるところにより、第三十七条のこ第一項又は第二項の規定によ   

り、あらかじめ通知のあった事項につき書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を   

行うことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。  

5 代理人は、三人以上の組合員を代理することができない。  

7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。  

第四十七条の二 総代会において組合の解散又は合併の議決があったときは、理事は、当   

該議決の日から十日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。  

2 組合員が総組合員の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、そ   

の割合）以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理   

事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった目から三   

週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の   

提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の目から一月以内にしなければ   

ならない。  

3 前項の規定による書面の提出については、第三十五条第三項及び第四項の規定を準用   

する。  

4 第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をし   

ないときは、監事は、総会を招集しなければならない。  

5 第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、   

当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。   

（家族の発言権）  

第四十八条 消費生活協同組合の組合員と同一の世帯に属する者は、定款の定めるところ   

により、総会に出席し発言することができる。ただし、第十七条第二項の規定による場   

合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。   

（出資一口の金額の減少の手続）  

第四十九条 組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間   

以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらをその主たる事務所に備え置か   

なければならない。  

2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に   

掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに   

これを拒んではならない。   

一 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の  
閲覧の請求   

二 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもって作成されているときは、当該  
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電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧  

の請求  

3 組合は、第一項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、   

知れている債権者（政令で定めるものを除く。）には、各別にこれを催告しなければな   

らない。   

一 出資一口の金額の減少の内容   

二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨  

4 前項第二号の一定の期間は、一月を下ってはならない。  

5 第三項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第二十六   

条第三項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公   

告方法によりするときは、第三項の規定による各別の催告は、することを要しない。  

第四十九条の二 債権者が前条第三項第二号の一定の期間内に異議を述べなかったとき   

は、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。  

2 債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はそ   

の債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社等（信託会社（信託業法（平   

成十六年法律第百五十四号）第二粂第二項に規定する信託会社をいう。）及び信託業務   

を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三   

号）第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。）をいう。）に相当の財産を信託し   

なければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれ   

がないときは、この限りでない。   

（出資一口の金額の減少の無効の訴え）  

第五十条 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条   

第一項（第五号に係る部分に限る。）及び第二項（第五号に係る部分に限る。）、第八百   

三十四条（第五号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から   

第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要   

な技術的読替えは、政令で定める。  

［準用条文］会社法   

（会社の組織に関する行為の無効の訴え）  

第八百二十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもっ   

てのみ主張することができる。   

五 秩式会社における資本金の鎮の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇  

月以内  

2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することが   

できる。   

五 前項第五号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減  

少について承認をしなかった債権者  

ー54－   



（被告）  

第八百三十四条 次の各号に掲げる訴え（以下この節において「会社の組織に関する訴え」   

と総称する。）については、当該各号に定める者を被告とする。   

五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社   

（訴えの管轄及び移送）  

第八百三十五条 会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する   

地方裁判所の管轄に専属する。   

（担保提供命令）  

第八百三十六条 会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起すること   

ができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴   

えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることが   

できる。ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は   

当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。  

2 前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者が提起することができるも   

のについて準用する。  

3 被告は、第一項（前項において準用する場合を含む。）の申立てをするには、原告の   

訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。   

（弁論等の必要的併合）  

第八百三十七条 同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時   

に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。   

（認容判決の効力が及ぶ者の範囲）  

第八百三十八条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対   

してもその効力を有する。   

（無効又は取消しの判決の効力）  

第八百三十九条 会社の組織に関する訴え（第八百三十四条第一号から第十二号まで、第   

十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。）に係る請求を認容する判決が確定したとき   

は、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為（当該行為によって会社が設   

立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付   

された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。）は、将来に向かってその効力   

を失う。   

（原告が敗訴した場合の損害賠償責任）  

第八百四十六条 会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告   

に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する   

責任を負う。  
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（共済事業の譲渡等）  

第五十粂の二 共済事業を行う組合が共済事業（この事業に附帯する事業を含む。以下こ   

の条において同じ。）の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければなら   

ない。  

2 共済事業を行う組合は、総会の議決により契約をもって責任準備金の算出の基礎が同   

じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。  

3 共済事業を行う組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもって共済事業に   

係る財産を移転することを定めることができる。  

4 第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る   

財産の移転については、第四十九条から前条までの規定を準用する。  

5 第一項の規定により組合がその共済事業の全部若しくは一部を譲渡したとき、又は第   

二項の規定により組合がその葵済事業に係る共済契約の全部を包括して移転したとき   

は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。   

（区分経理）  

第五十条の三 共済事業を行う組合は、共済事業に係る経理とその他の経理とを区分しな   

ければならない。  

2 共済事業のうち責任共済等の事業を行う組合は、当該事業に係る経理とその他の経理   

とを区分しなければならない。  

3 第十条第一項第六号又は第七号の事業のうち、病院又は診療所を営む事業、介護保険   

法（平成九年法律第首二十三号）第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者   

の指定を受けて実施する事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う組合は、当該事   

業（当該事業から生じた利益をその財振に充てることが適当な事業であって厚生労働省   

令で定めるものを併せ行う場合には、当該併せ行う事業を含む。第五十一条のこにおい   

て「医療福祉等事業」という。）に係る経理とその他の経理とを区分しなければならな   

い。   

（共済事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止）  

第五十条の四 組合は、共済事業に係る経理からそれ以外の事業に係る経理へ資金を運用   

し、又は共済事業に係る経理に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る経理に   

属する資金を調達してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この   

限りでない。  

2 地域又は職域が都道府県の区域内の組合に係る前項の承認の申請は、当該都道府県の   

知事を経由して行わなければならない。   

（健全性の基準）  

第五十条の五 行政庁は、共済事業を行う消費生活協同組合であってその組合員の総数が   

政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の共済事業の健全な運営に資   

するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準とし  
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て共済金、返戻金その他の給付金（以下「共済金等」という。）の支払能力の充実の状  

況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。  

一一 出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額を用いて厚生労働   

省令で定めるところにより計算した額  

二 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の   

予測を超えるものに対応する額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額   

（共済事業の健全かつ適切な運営の確保）  

第五十条の六 共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生   

労働省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、そ   

の共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三   

者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の共済事業の健全かつ適切   

な運営を確保するための措置を講じなければならない。   

（責任準備金）  

第五十条の七 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、   

共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、厚生労働省令で定めるところ   

により、責任準備金を積み立てなければならない。   

（支払備金）  

第五十条の八 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に   

基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める   

ものがある場合であって、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、厚   

生労働省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。   

（価格変動準備金）  

第五十条の九 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、 その所有する資産で第五   

十条の三第一項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するものの   

うちに、価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産（次項に   

おいて「特定資産」という。）があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、価   

格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について   

積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認・可を受けた金額   

については、この限りでない。  

2 前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失（売買、評価換え及び外国為   

替相場の変動による損失並びに償還損をいう。）の額が特定資産の売買等による利益（売   

買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。）の額を超える   

場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただ   

し、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。  

（契約者割戻し）  
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第五十条の十 共済事業を行う組合は、契約者割戻し（共済契約者に対し、共済掛金及び   

共済掛金として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、共済金等の   

支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを   

第二十六条の三第一項の規約で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。）   

を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として厚生労働省令で定める基準   

に従い、行わなければならない。  

2 契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに閲し必要な事項   

は、厚生労働省令で定める。   

（共済計理人の連任等）  

第五十粂の十一 共済事業を行う組合（厚生労働省令で定める要件に該当する組合を除   

く。）は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係   

る共済の数理に関する事項として厚生労働省令で定めるものに関与させなければならな   

い。  

2 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として厚生労働省   

令で定める要件に該当する者でなければならない。  

第五十条の十二 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、厚生   

労働省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しな   

ければならない。   

－ 厚生労働省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数埋に基づいて積  

み立てられているかどうか。   

二 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。   

三 その他厚生労働省令で定める事項  

2 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政   

庁に提出しなければならない。  

3 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、そ■の他その   

職務に属する事項について意見を求めることができる。  

4 前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に閲し必要な事項は、厚生労働省令で定   

める。  

第五十条の十三 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁   

の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。   

（資産運用の方法等）  

第五十粂の十四 共済事業を行う組合は、その資産のうち第五十条の三第一項の規定によ   

り共済事業に係るものとして区分された経理に属するものを厚生労働省令で定める方法   

及び割合以外の方法及び割合で運用してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受   

けたときは、この限りでない。  

2 第五十条の四第二項の規定は、前項の承認の申請に準用する。  
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（貸付事業を行う組合の純資産額）  

第五十一条 貸付事業を行う組合（職域による消費生活協同組合であってその組合員の総   

数が政令で定める基準を超えないものを除く。）の純資産額は、当該貸付事業を適正に   

実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければならない。  

2 前項の政令で定める金額は、五千万円を下回ってはならない。  

3 第一項の純資産額は、厚生労働省令で定めるところにより計算するものとする。   

（医療福祉等事業に関する積立金）  

第五十一条の二 組合は、医療福祉等事業に関し、毎事業年度、損益計算において利益を   

生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残   

余の額は、積立金として整理しなければならない。  

2 前項の積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはなら   

ない。   

（会計の原則）  

第五十一条の三 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとす   

る。   

（剰余金の積立て等）  

第五十一条の四 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の  

－（共済事業を行う組合にあっては、五分の－）以上を準備金として積み立てなければ   

ならない。  

2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の－（共済事業を行う組合にあつ   

ては、出資総額）を下ってはならない。  

3 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いてこれを取り崩してはならない。  

4 組合は、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければなら   

ない。  

5 前項の規定により繰り越した剰余金は、第十条第一項第五号の事業の費用に充てるも   

のとする。ただし、その剰余金の全部又は一部を、組合員が相互の協力の下に地域にお   

いて行う子育て支援、家事に係る援助その他の活動であって組合員の生活の改善及び文   

化の向上に資するものを助成する事業の費用に充てることを妨げない。   

（剰余金の割戻し）  

第五十二条 組合は、損失をてん補し、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金   

を割り戻してはならない。  

2 剰余金の割戻しは、定款の定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払   

い込んだ出資額に応ずるほか、これを行ってはならない。  

3 組合が組合員の利用分量に応じて剰余金の割戻しを行うときは、事業別にその率を定   

めることができる。  
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